
西区がけ地相談会

●開催日時・会場
令和５年１月30日（月）：西区役所１階AB会議室
※10：00～17：00（12：00～13：00を除く）

●対象者
西区内に宅地等を所有する方（マンション管理組合含む）
※１回目にご参加の方は対象外とさせていただきます。

●申込方法（期限：１月11日（水）～１月20日（金））

第２回 地盤品質判定士による 相談無料！
先着６組
※ 事前申込制

地盤品質判定士制度は、国土交通省の定める「宅地防災」の分野で唯一の技術資格として認定・登
録されている制度です。地盤のプロの視点で、ご自宅のがけ地、よう壁等の不安・問題点の解決を
目指します。

地盤品質判定士とは

・右記二次元バーコードよりWEBにて申込み
・西区総務課まで電話にて申込み

TEL:320-8310 / FAX:322-9847
Mail:ni-bousai@city.yokohama.jp

※予約は１月11日（水）09:00から開始します。
※相談時間は１組１時間以内となります。
※時間ごとの予約制となっており、枠に限りがございます。
ご了承ください。

主催：西区総務課庶務係（４階51番窓口)

その 、 は安全ですか？

がけ よう

大雨による 土砂災害が多発 しています！

QR



会場へのアクセス

相談できる内容

電車で
・京浜急行「戸部駅」徒歩8分
・相模鉄道「平沼橋駅」徒歩10分
バスで
・市営292系統「西前町バス停前」徒歩１分
・市営9/102/106系統・神奈中77系統
「西区総合庁舎入口バス停」徒歩3分

・市営103系統「御所山バス停前」徒歩3分

●西区役所

コロナ対策実施中
●入場の際はマスクの着用、入口でのアルコール消毒をお願いします。
●体調の悪い方は入場をご遠慮下さい。
●会場は換気及びソーシャルディスタンスに配慮した様式をとらせていただきます。アルコール消毒身体的距離の確保換気の実施

検温の実施マスクの着用

アルコール消毒

がけ地の危険性やよう壁のひび割れ・ゆがみ、液
状化や浸水など、宅地の安全性に関すること全般
の相談に応じます。

※相談者の管理・所有する宅地
が対象になります。

写真（建物と敷地の全景・変状がある場合は
近景を異なる方向から複数）、図面等

持ち物

参加者の声

34%

58%

8% 大変参考になった
参考になった
ふつう
あまり参考にならなかった
参考にならなかった

・モルタル補修等、現状でできることを
教えてもらったので実行に移そうと思った。

・市、県にまたがる対応について理解できた。
・点検方法や対策を教えてもらえた。

〈どれくらい参考になったか〉




